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（4.0版） 

法人設立手続等申請API／社会保険・税手続申請API／ 
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電子申請等API(引越し)／電子申請等情報受取等API 
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改版履歴 

項

番 
版数 日付 変更箇所 変更内容 

1 0.90 2021/3/31  初版 

2 1.00 2021/4/28 P.12 各手続き・申請時に提出が必要

なドキュメントを追加 

3 1.00 2021/4/28 P.16,20～24,28～34, 

39,40,42,43,45,49,53, 

58~60,62~66,68,69,73 

画面差し替え 

 

 

4 1.00 2021/4/28 P.16 スクリーンショット取得時の注

記を追加 

5 1.00 2021/4/28 P.25~27 ダウンロード可能なドキュメン

トの追加、修正 

6 1.00 2021/4/28 P.32 本番環境テスト実施申請後処理

を追加 

7 1.00 2021/4/28 P.35~37 FAQに関する内容を追加 

8 1.00 2021/4/28 P.39,40,42,45,49 API情報共有利用要件の追加 

9 1.00 2021/4/28 P.55 サービス登録情報の変更におけ

る注記を追加 

10 1.1 2021/7/9 P.3 連絡先メールアドレス変更 

11 1.1 2021/7/9 P.10,11 フロー図の変更 

12 1.1 2021/7/9 P.12 各手続き・申請時にようするド

キュメント、承認期間の変更 

13 1.1 2021/7/9 P.22,23,28～33 各種手順説明文言変更 

14 1.1 2021/7/9 P.30,31,33 章タイトル変更 

15 1.1 2021/7/9 P.30,33,34 キャプチャ追加 

16 1.1 2021/7/9 P.35,36,39,40,42,43,45,46,49, 

50,53,55 

説明文言変更 

17 1.2 2021/9/1 P3,8,10,11,12,13,14,18,26,27, 

28,29,31,33,34,36,41,42,44, 

45,47,49,51,53,55,57,67,69 

70,71,72 

デジタル庁名称変更 

申請様式統合による各種変更 

メール記載例の追加 

18 1.3 2021/10/1 P3, 他 メールアドレス記載箇所を修正 

19 1.31 2021/11/30 P13,23,33,58,59 ・第三者開示承諾願の提出 

・対象手続増減の変更申請を追

加 



 

 

3 

 

項

番 
版数 日付 変更箇所 変更内容 

20 1.4 2021/12/16  ・在留手続申請 APIを追加 

・サービス情報登録（追加）時

のメモを追加 

21 1.5 2022/3/31 P1,5,9,11,12,13,23,26,27,28, 

29,32,40,42,43,45,46,47,49, 

50,51,53,58,69,70,72,73,74 

・サービス開始までの流れを変

更 

・就労証明書様式取得等 APIに

利用申請を追加 

・法人設立手続申請 API→法人設

立手続等申請 APIへ名称変更 

・民間事業者登録申込書→民間

事業者登録申請書へ名称変更 

22 1.6 2022/9/30 P1,5,9,11,13,26,27,28,29,33,41, 

43,44,46,47,59,70,71,73,74, 

75 

・電子申請等情報受取等 APIを

追加 

23 1.7 2023/2/10 P10,11,30,33 ・環境利用申請後、試験開始ま

でリードタイムが必要な旨を追

記 

24 2.0 2023/12/8 全体  手引書の最新化 

 就労証明書様式取得等 APIの提

供終了に伴う関連箇所の削除 

25 2.01 2025/1/29 P63,64,65,66,70,71,72  記入例や注意事項の内容を最新

化 

26 2.02 2025/4/23 P.1,5,8,10,19,23,50,54,55,57,60, 

65,66,71,72,73 

 利用規約改正に伴う利用規約参

照箇所等の修正 

27 3.0 2025/6/25 全体  申請フロー変更に伴う記載の修

正 

28 3.01 2025/8/27 P12,21,22,34,51,52  API情報共有に関する記載削除 

 審査申請における書類確認の

リードタイムが必要な旨を追記 

29 4.0 2026/6/1 全体  手引書の最新化 

 API利用申請フォーム導入によ

る申請方法に内容変更 

（改版履歴の凡例） 

版数 呼称 契機 例 

0.0X MinorUP 記載内容修正 誤字の修正等 

0.Y MajorUP 章・節・項の追加 新章の追加等 

Y.0 GenerationUP   

X：0～99の範囲 Y：0～9の範囲  
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01. はじめに  

１．本手引書の位置付け 

 

本書では、API を利用してサービスを開始するために、API 利用申請者の利用登録を実施するまでの流

れや、利用を開始してからの各種イベントについて記載しております。なお、手引書内で使用するシステ

ムは API 利用申請フォームです。 
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２．API毎の手続き項目 

本手引書で案内する手続き項目と API 毎の実施要否を記載します。 

 

表 1 手続き項目と API 毎の実施要否 

手続き項目 法人設立／社保税 
在留手続／電子申請／ 

引越し／情報受取 

01．はじめに ○ 

02.API の利用を開始する 

 １．API 利用申請フォームの初回ログイン設定を

行う 

○ 

２．API 利用申請フォームから仕様書を取得する ○ 

３．API 利用申請フォームから利用申請する ○ 

４．審査申請を実施する ○ 

５．各種ドキュメント（エンドポイント情報等）

をダウンロード 

○ 

６．接続確認環境試験の実施申請を提出する ○ 

７．接続確認環境試験への実施申請の結果を確認

する 

○ 

８．接続確認環境試験の完了報告届を提出する ○ 

９．本番環境への接続申請を提出する（締切：本

番環境動作確認開始日 15 営業日前） 

○ 

１０．本番環境への接続申請の結果を確認する ○ 

１１．本番環境動作確認の完了報告届を提出する

（締切：サービス開始 10 営業日前） 

○ 

１２．サービス開始報告書を提出する（締切：

サービス開始当日） 

○ 

03.API に関する問合せについて ○ 

04.メンテナンス／障害情報について ○ 

05.インタフェース仕様書の変更 ○ 

06.統一入力フォームの変更 ○ － 

07.提出先マスタの変更 ○ － 

08.API の利用を終了する ○ 

【参考】申請書類記入の留意事項 ○ 

 

【凡例】○：対象、－：対象外（実施不要） 

法人設立：法人設立手続等申請 API、社保税：社会保険・税手続申請 API、 

在留手続：在留手続申請 API、電子申請：電子申請等 API、 

引越し：電子申請等 API(引越し）、情報受取：電子申請等情報受取等 API 
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３．APIを利用したサービス開始までの流れ 

API を利用したサービスを API 利用申請者が開始するまでの流れを記載します。 

これからサービスの開発を行う事業者は、この流れにしたがい、申請や開発を進めてください。 

 

 2025 年 6 月 25 日時点において利用申請済みであり、かつ仕様書が開示されていた事業者は、末尾に

ある【旧フロー事業者におけるサービス開始までの流れ】にしたがい、申請や開発を進めてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【凡例】 
API利用申請フォームで行う必須の

手続き 
API利用申請フォーム以外の作業 
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【旧フロー事業者におけるサービス開始までの流れ】 

以降に示す「サービス開始までの流れ」は、2025 年 6 月 25 日時点で利用申請済みであり、かつ仕様

書が開示されていた事業者向けのものです。該当する事業者は、この流れにしたがい、申請や開発を進め

てください。 

  



０１．はじめに 

 

13 

 

 

  



０１．はじめに 

 

14 

 

各手続きの際に提出が必要なドキュメントを以下に示します。各手続きの参照先は、「２．API 毎の手続

き項目」をご参照ください。 

※提出ドキュメントを新規に作成する際は、最新版のドキュメントを入手してください。 

 

2025 年 6 月 25 日時点で利用申請済みであり、かつ仕様書が開示されていた事業者は、末尾にある

「[6/25 時点で仕様書開示済み事業者向け]各手続きに提出が必要なドキュメント一覧」をご覧くださ

い。 

表 2 各手続きに提出が必要なドキュメント一覧 

【凡例】○：対象、－：対象外（提出不要）、△：記載内容に変更がある場合 

法人設立：法人設立手続等申請 API、社保税：社会保険・税手続申請 API、 

在留手続：在留手続申請 API、電子申請：電子申請等 API、 

引越し：電子申請等 API（引越し）、情報受取：電子申請等情報受取等 API 

項

版 
手続き 

提出する 

ドキュメント 
入手方法 

様式 法人設立 

社保税 
在留手続 電子申請 引越し 情報受取 

1 審査申請 第三者開示 

承諾願 

API 利用申

請フォーム

より送付 

Web

フォーム 

○ 

※第三者に 

開示する場

合 

○ 

※第三者に 

開示する場

合 

○ 

※第三者に 

開示する場

合 

○ 

※第三者に 

開示する場

合 

○ 

※第三者に 

開示する場

合 

民間事業者 

登録申請書 

Excel ○ ○ － － － 

環境利用 

申請書 

Web 

フォーム 

－ － ○ ○ － 

検証環境利用申

請書 

Web 

フォーム 

－ － － － ○ 

情 報 セ キ ュ リ

ティ要求事項等

確認書 

Excel ○ ○ ○ ○ ○ 

API 利用企画書 PPT ○ ○ ○ ○ ○ 

誓約書 
Web

フォーム 

○ ○ ○ ○ ○ 

2 接続確認環境

試験実施申請 

民間事業者 

登録申請書 

API 利用申

請フォーム

より送付 

Excel △ △ － － － 

環境利用 

申請書 

Web

フォーム 

－ － △ △ － 

検証環境利用申

請書 

Web

フォーム 

－ － － － △ 

別紙１【機能要

件】と【画面要件】

の「機能要件一

覧」シート 

Excel － － － ○ － 
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【凡例】○：対象、－：対象外（提出不要）、△：記載内容に変更がある場合 

法人設立：法人設立手続等申請 API、社保税：社会保険・税手続申請 API、 

在留手続：在留手続申請 API、電子申請：電子申請等 API、 

引越し：電子申請等 API（引越し）、情報受取：電子申請等情報受取等 API 

項

番 
手続き 

提出する 

ドキュメント 
入手方法 

様式 法人設立 

社保税 
在留手続 電子申請 引越し 情報受取 

4 本番環境接続

申請 

民間事業者 

登録申請書 

API 利用申

請フォーム

より送付 

 

Excel △ △ － － － 

環境利用 

申請書 

Web

フォーム 

－ － △ △ － 

検証環境利用申

請書 

Web

フォーム 

－ － － － △ 

API 利用申請書 
Web

フォーム 

○ ○ ○ ○ ○ 

別紙１【機能要

件】と【画面要

件】の「画面要

件一覧」シート 

Excel － － － ○ － 

民間サービスの

利用者に対する

個人情報取扱方

針 

様式無し ‐ － － － ○ － 

ヘルプデスク対

応、関係者間の

体制、トラブル

シューティング

方針 

‐ － － － ○ － 

プレスリリース

原稿 

‐ ○ 

※プレスリ
リースを予

定している
場合 

○ 

※プレスリ
リースを予

定している
場合 

○ 

※プレスリ
リースを予

定している
場合 

○ 

※プレスリ
リースを予

定している
場合 

○ 

※プレスリ
リースを予

定している
場合 

5 サービス提供

前確認申請 

本番環境動作確

認完了報告書 

API 利用申

請フォーム

より送付 

Web

フォーム 

○ ○ ○ ○ ○ 

民間事業者 

登録申請書 

Excel ○ ○ － － － 

環境利用 

申請書 

Web

フォーム 

－ － ○ ○ － 

検証環境利用申

請書 

Web

フォーム 

－ － － － ○ 

情報セキュリ

ティ要求事項等

確認書 

Excel ○ ○ ○ ○ ○ 

API 利用企画書 
PPT ○ ○ ○ ○ ○ 
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【凡例】○：対象、－：対象外（提出不要）、△：記載内容に変更がある場合 

法人設立：法人設立手続等申請 API、社保税：社会保険・税手続申請 API、 

在留手続：在留手続申請 API、電子申請：電子申請等 API、 

引越し：電子申請等 API（引越し）、情報受取：電子申請等情報受取等 API 

 

  

項

番 
手続き 

提出する 

ドキュメント 
入手方法 

様式 法人設立 

社保税 
在留手続 電子申請 引越し 情報受取 

6 サービス開始

届 

サービス開始報

告書 

API 利用申

請フォーム

より送付 

Weｂ

フォーム 

○ ○ ○ ○ ○ 

7 変更申請 民間事業者 

登録申請書 

Excel 

 

○ ○ － － － 

環境利用 

申請書 

Web 

フォーム 

－ － ○ ○ － 

検証環境利用申

請書 

Web

フォーム 

－ － － － ○ 

API 利用企画書 
PPT ○ ○ ○ ○ ○ 

8 終了申請 API 利用終了届

出書 

Web

フォーム 

○ ○ ○ ○ ○ 
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 2025 年 6 月 25 日時点で利用申請済みであり、かつ仕様書が開示されていた事業者向けの提出ドキュ

メント一覧を以下に示します。 

[6/25 時点で仕様書開示済み事業者向け]各手続きに提出が必要なドキュメント一覧 

【凡例】○：対象、－：対象外（提出不要）、△：記載内容に変更がある場合 

法人設立：法人設立手続等申請 API、社保税：社会保険・税手続申請 API、 

在留手続：在留手続申請 API、電子申請：電子申請等 API、 

引越し：電子申請等 API（引越し）、情報受取：電子申請等情報受取等 API 

項

番 
手続き 

提出する 

ドキュメント 
入手方法 

法人設立 

社保税 
在留手続 電子申請 引越し 情報受取 

1 サービスの 

登録 

なし － ○ ○ ○ ○ ○ 

2 

 

利用申請 第三者開示 

承諾願 

仕様公開サイ

ト「仕様書の

取得申請」

ページからダ

ウンロード 
 

○ 

※第三者に 

開示する場合 

○ 

※第三者に 

開示する場合 

○ 

※第三者に 

開示する場合 

○ 

※第三者に 

開示する場合 

○ 

※第三者に 

開示する場合 

3 接続確認環境

試験実施申請 

民間事業者 

登録申請書 

○ ○ － － － 

環境利用 

申請書 

－ － ○ ○ － 

検証環境利用

申請書 

－ － － － ○ 

API 利用条件

確認書 

（情報セキュ
リティ要求事
項等確認書） 

○ ○ ○ ○ ○ 

事業の概要や

Web サービ

スの全体像 

－ － － ○ － 

データ項目 

一覧表 

－ － － ○ － 

別紙１【機能

要件】と【画面

要件】の「機能

要件一覧」

シート 

－ － － ○ － 

4 本番環境接続

申請 

民間事業者 

登録申請書 

△ △ － － － 

環境利用 

申請書 

－ － △ △ － 

検証環境利用

申請書 

－ － － － △ 

API 利用申請

書 

○ ○ ○ ○ ○ 
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【凡例】○：対象、－：対象外（提出不要）、△：記載内容に変更がある場合 

法人設立：法人設立手続等申請 API、社保税：社会保険・税手続申請 API、 

在留手続：在留手続申請 API、電子申請：電子申請等 API、 

引越し：電子申請等 API（引越し）、情報受取：電子申請等情報受取等 API 

項

番 
手続き 

提出する 

ドキュメント 
入手方法 

法人設立 

社保税 
在留手続 電子申請 引越し 情報受取 

4 本番環境接続

申請 

API 利用申請

書（別紙）

（API 利用企

画書） 

仕様公開サイ

ト「仕様書の

取得申請」

ページからダ

ウンロード 

○ ○ ○ ○ ○ 

別紙１【機能
要件】と【画
面要件】の

「画面要件一
覧」シート 

－ － － ○ － 

民間サービス

の利用者に対
する個人情報
取扱方針 

－ － － ○ － 

ヘルプデスク
対応、関係者

間の体制、ト
ラブルシュー
ティング方針 

－ － － ○ － 

誓約書 
○ ○ ○ ○ ○ 

プレスリリー

ス原稿 

様式無し ○ 

※プレスリ

リースを予定
している場合 

○ 

※プレスリ

リースを予定
している場合 

○ 

※プレスリ

リースを予定
している場合 

○ 

※プレスリ

リースを予定
している場合 

○ 

※プレスリ

リースを予定
している場合 

5 本番環境動作

確認完了報告

届 

本番環境動作

確認完了報告

書 

仕様公開サイ

ト「仕様書の

取得申請」

ページからダ

ウンロード 

○ ○ ○ ○ ○ 

6 サービス開始

届 

サービス開始

報告書 

○ ○ ○ ○ ○ 

7 

 

変更申請 民間事業者 

登録申請書 

○ ○ － － － 

環境利用 

申請書 

－ － ○ ○ － 

検証環境利用

申請書 

－ － － － ○ 

API 利用申請

書（別紙） 

（API 利用企

画書） 

○ ○ ○ ○ ○ 

8 終了申請 API 利用終了

届出書 

○ ○ ○ ○ ○ 
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４．利用するAPIの追加、APIを利用したサービスの追加の流れ 

同一サービスで別の API を利用する、又は既に利用済の API を別のサービスで利用するまでの流れを

記載します。 



０１．はじめに 

 

20 
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５．APIを利用したサービスの終了の流れ 

API を利用したサービスを終了するまでの流れを記載します 

 

 

 

 

 

 

 

 



０２．API の利用申請を開始する 
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02. APIの利用を開始する 

１．API利用申請フォームの初回ログイン設定を行う 

（１）API 利用申請フォームにアクセス 

以下の URL にアクセスします。 

・https://api-apply.myna.go.jp 

 
（２）API 利用申請フォームの初回ログイン設定を行う 

API 利用申請フォームに初めてアクセスすると、サインアップ画面が表示されます。利用するメールア

ドレスを入力し、初回ログイン登録を進めてください。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://api-apply.myna.go.jp/


０２．API の利用申請を開始する 
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前画面で入力したメールアドレスが正しいこと確認し、ログイン手続きを進めてください。 

 
 

 
 

メールで認証コードを確認後、パスワードと名前を設定してください。 

 
 

 



０２．API の利用申請を開始する 
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２．API利用申請フォームから仕様書を取得する 

（１）「仕様書取得申請」を選択 

「リクエストを作成する必要がありますか？お問い合わせください」を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「マイナポータル API の仕様書を取得する」を選択してください。 

 

 

 

【操作画面】 

【操作画面】 



０２．API の利用申請を開始する 
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（２）利用規約の確認 

利用規約への同意「※こちら」より内容を確認してください。 

 

 

 

 

（３）「仕様書取得申請」の必要事項を入力し利用申請 

利用規約に同意いただける場合は、仕様書取得申請の入力項目をご記入のうえ、フォームを送信してく

ださい。申請完了後、遷移する仕様書ダウンロードページより仕様書類のダウンロードが可能となりま

す。なお、すべての開発・試験関係書類が仕様書取得ページで公開されているわけではありません。すべ

ての開発・試験関係書類を閲覧するには、「2. 開発者サイトから API の利用を申請する」以降の申請手

続きを行い、デジタル庁より利用承諾を得る必要があります。 

デジタル庁承諾後に閲覧できる開発・試験関連情報は、「5. 各種ドキュメント（エンドポイント情報

等）をダウンロードする」を参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【操作画面】 

https://ts.accenture.com/sites/Mynaportal_backend_rebuild_PJT/Shared%20Documents/30_チーム/80.API利用受付/20_TOBE業務検討/手順書/修正資料/修正対象資料/01_森山さん依頼分/14_API利用申請者向け手引書★/API利用申請者向け手引書（4.0版）.docx#_2.デジタルPMOへログインする
https://ts.accenture.com/sites/Mynaportal_backend_rebuild_PJT/Shared%20Documents/30_チーム/80.API利用受付/20_TOBE業務検討/手順書/修正資料/修正対象資料/01_森山さん依頼分/14_API利用申請者向け手引書★/API利用申請者向け手引書（4.0版）.docx#_５．各種ドキュメント_をダウンロードする
https://ts.accenture.com/sites/Mynaportal_backend_rebuild_PJT/Shared%20Documents/30_チーム/80.API利用受付/20_TOBE業務検討/手順書/修正資料/修正対象資料/01_森山さん依頼分/14_API利用申請者向け手引書★/API利用申請者向け手引書（4.0版）.docx#_５．各種ドキュメント_をダウンロードする


０２．API の利用申請を開始する 
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必要事項を入力し、送信ボタンを押下してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

送信内容が表示された後、ページを更新してください。 

更新後に仕様書ダウンロード用の URL が表示されますので、そちらから仕様書をダウンロードしてくだ

さい。 

 

 

 

 

  

【操作画面】 

【操作画面】 
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３．API利用申請フォームから利用申請する 

本節の実施は必須です。 

API 利用申請者が API の利用を開始するには、API 利用申請フォームで「API 利用申請（申請）」を選択

し、利用規約および機密保持誓約書を確認・同意のうえ、必要事項を入力して申請してください。 

 

（１）API 利用申請フォームにアクセス 

以下の URL にアクセスします。 

・https://api-apply.myna.go.jp 

 

「リクエストを作成する必要がありますか？お問い合わせください」を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「マイナポータル API 利用申請をする」 を選択してください。 

  

【操作画面】 

【操作画面】 

http://api-apply.myna.go.jp/


０２．API の利用申請を開始する 

 

 

28 

 

「API 利用申請（申請）」を選択してください。 

 

 

（２）[利用規約]及び[機密保持誓約書]の内容確認 

ＡＰＩ利用申請入力フォーム上の「利用規約」「機密保持誓約書」のリンクから[利用規約]及び[機密

保持誓約書]の内容を確認してください。 

 

 

 

【操作画面】 

【操作画面】 



０２．API の利用申請を開始する 
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（３）「API の利用申請」から利用申請 

API の利用をご希望の場合は、利用申請フォームに必要事項をご記入のうえ、申請を完了してくださ

い。申請内容をデジタル庁で確認後、API 利用申請に必要な書類をお送りします。なお、申請内容の確

認には、3 営業日程度かかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

 

 

必要事項を入力し、送信ボタンを押下してください。 

  

  

 

【操作画面】 
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４．審査申請を実施する 

本節の申請は必須です。API の利用承諾を得るために、必ず本申請を行ってください。 

マイナポータル利用受付にて申請内容を確認し、不備がない場合は、審査申請に必要な書類を API 利

用申請フォーム経由で送付します。各書類の作成とご提出をお願いいたします。なお、審査申請に必要

な書類は、「01.はじめに ３．API を利用したサービス開始までの流れ 表 2 各手続きに提出が必要

なドキュメント一覧」にも記載していますので、あわせてご確認ください。 

審査書類を受領後、申請書類の内容確認を行い、不備等があれば修正・再提出を依頼します。修正し

た書類を再提出いただき問題ないことが確認できれば、デジタル庁による審査を開始します。審査期間

は 10 営業日程度要します。審査完了後、マイナポータル利用受付より API 利用申請フォームにて承諾

書を送付します。 

下記に該当する場合は、「審査申請」時に第三者開示承諾願の提出をお願いします。 

 開発を委託しているベンダー等に仕様書を共有する場合 

 共同で開発しているベンダー等に仕様書を共有する場合 

 

2025 年 6 月 25 日時点で利用申請済みであり、かつ仕様書が開示されていた事業者のうち、仕様書の

共有先が変更になった等により、第三者開示承諾願を再度提出する場合は、デジタル PMO の「審査申請

（旧・利用申請）」にて提出をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



０２．API の利用申請を開始する 
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５．各種ドキュメント（エンドポイント情報等）をダウンロード 

デジタル庁より承諾書が発行されましたら、マイナポータル API 利用受付よりダウンロードページへの

リンクを送付します。リンク先の仕様書ダウンロードページから、各種ドキュメントをダウンロードでき

ます。 

表 3 API 利用申請フォームよりダウンロード可能な情報一覧 

 

 

６．接続確認環境試験の実施申請を提出する 

接続確認環境試験の実施にあたり、本申請が必要です。 

必要書類および提出方法については、API 利用申請フォームを通じてマイナポータル利用受付よりご案

内いたします。各書類を作成のうえ、ご提出をお願いいたします。 

 提出後、接続確認環境試験開始までに 10 営業日程度要しますので、余裕を持ったスケジュールで申

請を行ってください。なお、申請内容に不備がある場合は、再提出後にマイナポータル利用受付から接

続確認環境に接続するための情報を連携します。（目安：10 営業日程度） 

 

2025 年 6 月 25 日時点で利用申請済みであり、かつ仕様書が開示されていた事業者は、「[6/25 時点

で仕様書開示済み事業者向け]各手続きに提出が必要なドキュメント一覧」を参照のうえドキュメントを

提出してください。 

 

 

 

 

項番 情報カテゴリ 情報例 ドキュメント例 

1 機微な情報  各提出先電話番号 

 接続確認環境接続 URL 

 各種問合せ先 

 提出先マスタ 

 接続確認環境等の制約事項 

他 

2 他省庁管理の情報  他省庁システム仕様情報  民間サービス向け資料 

他 

3 事前周知情報  一時的なお知らせ（仕様書等メンテナ

ンスのお知らせ） 

 接続確認環境のメンテナンスのお知ら

せ 

 メンテナンス一覧 

 仕様書変更予告（暫定版仕様書）等 

他 
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７．接続確認環境試験への実施申請の結果を確認する 

「接続確認環境試験実施申請」の内容確認後、修正箇所がない場合は、接続確認環境への接続情報を

API 利用申請フォームにて送付いたします。接続確認環境にアクセスする際に必要な ID とパスワードを

記載しますので、ご確認ください。 

※修正が必要な場合は、API 利用申請フォームにてその旨をご連絡いたします。 

 

８．接続確認環境試験の完了報告届を提出する 

接続確認環境試験を完了しましたら、接続環境確認試験完了報告書を提出する必要があります。 

申請方法につきましては、必要書類および提出方法を、API 利用申請フォームを通じてマイナポータル

利用受付よりご案内いたします。 

 

  



０２．API の利用申請を開始する 
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９．本番環境への接続申請を提出する（締切：本番環境動作確認開始日15営業日前） 

本番環境動作確認の実施にあたり、本申請が必要です。 

必要書類および提出方法については、API 利用申請フォームを通じてマイナポータル利用受付よりご案

内いたします。各書類を作成のうえ、ご提出をお願いいたします。 

本番環境への接続申請を提出後、マイナポータル利用受付から本番環境に接続するための情報を連絡し

ます。（提出後、本番環境動作確認開始までに 15 営業日程度要します。余裕を持ったスケジュールにて

申請を実施してください。）なお、申請内容に不備がある場合は、再申請後マイナポータル利用受付から

本番環境に接続するための情報を連絡します。（15 営業日程度） 

 

重要 API ドキュメントに掲載の「接続確認環境等の制約事項」に記載の事項以外の試験を実施しないよう 

徹底してください。 

 

2025 年 6 月 25 日時点で利用申請済みであり、かつ仕様書が開示されていた事業者は、「[6/25 時点

で仕様書開示済み事業者向け]各手続きに提出が必要なドキュメント一覧」を参照のうえドキュメントを

提出してください。 

 

※プレスリリースを予定している場合、このタイミングでプレスリリース原稿を提出ください。 

 

１０．本番環境への接続申請の結果を確認する 

「本番動作確認実施申請」の内容確認後、修正箇所がない場合は、本番確認環境への接続情報を API 利

用申請フォームにて送付いたします。本番動作環境にアクセスする際に必要な ID とパスワードを記載し

ますので、ご確認ください。 

※修正が必要な場合は、API 利用申請フォームにてその旨をご連絡いたします。 

 

電子申請等情報受取等 API を利用の場合、接続確認環境のように試験を実施できる環境（自治体）は

ございませんので、サービス利用自治体と調整の上、本番環境にて動作確認を実施してください。 
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１１．本番環境動作確認の完了報告届を提出する（締切：サービス開始10営業

日前） 

本番環境動作確認を完了しましたら、本番環境動作確認完了報告書を提出しサービス提供前確認申請を

行う（2025 年 6 月 25 日時点で利用申請済みであり、かつ仕様書が開示されていた事業者は審査申請を

行う）必要があります。（サービス開始の２週間前迄に提出。（電子申請等 API（引越し）を利用する場

合は４週間前迄に提出））申請方法につきましては、必要書類および提出方法を、API 利用申請フォーム

を通じてマイナポータル利用受付よりご案内いたします。 

 

本申請をマイナポータル利用受付にて受領しましたら、デジタル庁によるサービス提供前確認を開始し

ます。確認期間は審査・承認からの企画内容の変更有無に応じ、変更がない場合は 5 営業日程度、変更が

ある場合は 10 営業日程度要します。確認完了後、マイナポータル利用受付より確認結果を通知します。 

プレスリリースを行う場合、サービス提供前確認結果の送付後（2025 年 6 月 25 日時点で利用申請済

みであり、かつ仕様書が開示されていた事業者は承諾書の送付後）に実施可能となります。 

サービス開始報告書提出までに、サービス情報をご連絡ください。なお、デジタル庁がマイナポータル

API 活用促進のため、マイナポータル API 活用事例としてご提供いただいたサービス情報を講演会等で利

用することがあります。 

 

2025 年 6 月 25 日時点で利用申請済みであり、かつ仕様書が開示されていた事業者は、「[6/25 時点

で仕様書開示済み事業者向け]各手続きに提出が必要なドキュメント一覧」を参照のうえドキュメントを

提出してください。 

 本申請をマイナポータル利用受付にて受領しましたら、デジタル庁による審査を開始します。審査期間

は 10 営業日程度要します。審査完了後、マイナポータル利用受付よりメールにて承諾書を送付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



０２．API の利用申請を開始する 

 

 

35 

 

１２．サービス開始報告書を提出する（締切：サービス開始当日） 

本節の実施は必須です。 

全ての試験及び動作確認が完了しサービスを開始した際には、サービス開始報告書の提出が必要です。 

サービスを開始されましたら、当日中にサービス開始報告書を提出してください。 

「本番環境動作確認完了報告」の方法につきましては、必要書類および提出方法を、API 利用申請

フォームを通じてマイナポータル利用受付よりご案内いたします。 

  



０３．API に関する問合せについて 
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03. APIに関する問合せについて 

重要  

▪API の技術（API 仕様、試験、環境、障害等）に関する問合せが管理簿の対象となります。 

▪「問合せ管理簿」でお問合せする前に、仕様書取得ページより仕様書をダウンロードし、

仕様書類内「よくある質問（FAQ）」を確認してください。ダウンロードした「よくある

質問（FAQ）」を検索して類似の質問がないか確認してください。解決しない場合、「問

合せ管理簿」にてお問合せください。 

１．API利用申請フォームのFAQを確認する 

API 利用申請フォームまたはマイナポータル API 仕様公開サイトにアクセスし、ポータル画面の「よく

あるご質問」をご確認ください。それでも解決しない場合は、API 利用申請フォームで「問合せ」リクエ

ストを選択し、必要項目を入力のうえ送信してください。なお、利用申請後のお問い合わせについては、

別途管理簿をご利用ください。 

 

 

API 利用申請フォームの「よくあるご質問」を選択してください。 

 【操作画面】 



０３．API に関する問合せについて 
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「該当の API」を選択してください。 

 

 該当の質問事項を選択してください。 

【操作画面】 

【操作画面】 



０３．API に関する問合せについて 
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選択肢に該当する質問がない場合は、API 利用申請フォームのトップページにある「リクエストを作成

する必要がありますか？お問い合わせください」を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「マイナポータル API について質問する」を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【操作画面】 

【操作画面】 



０３．API に関する問合せについて 
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「問合せ」を選択してください。 

 

 

必要事項を入力し、送信ボタンを押してください。 

 

 

 

【操作画面】 

【操作画面】 



０３．API に関する問合せについて 
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２．問合せ管理簿をダウンロードする 

（１）問合せ管理簿をダウンロードする 
問合せ管理簿は仕様書類一式に格納されています。利用申請後にお問い合わせを行う場合は、仕様書類

一式に含まれている「問合せ表」を使用し、ご連絡ください。 

 

※問合せ履歴を管理するため、同じ管理簿を継続して使用してください。複数の API を利用する場合

は、API ごとに管理簿を分けてください。 

 

（２）問合せ管理簿を送付する 

問合せ管理簿は、API 利用申請フォームの「ファイル添付」欄に添付して送付してください。 

 

問合せに対する回答は 5 営業日程度必要になります。回答希望日は、5 営業日以上先の日付を記入して

ください。可能な限り回答希望日までに回答いたしますが、問合せの内容や量によって、指定いただいた

回答希望日までに回答できない可能性があります。予めご承知おきください。 

 

【操作画面】 



０４．メンテナンス／障害情報について 
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04. メンテナンス／障害情報について 

１．メンテナンス情報を確認する 

API のメンテナンス情報は API 利用申請フォームに掲載されます。 

API 利用申請時に登録した担当者のメールアドレス宛にメンテナンスの通知メールが送信されますの

で、API 利用申請フォームにログインし、メンテナンス情報を確認してください。 

２．障害情報を確認する 

API の障害情報は、API 利用申請フォームに掲載されます。 

API 利用申請時に登録した担当者のメールアドレス宛に障害発生の通知メールが送信されますので、

API 利用申請フォームにログインし、障害情報を確認してください。 

 



０５．インタフェース仕様書の変更 
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05. インタフェース仕様書の変更 

１．周知内容を確認する 

API のインタフェース仕様書は API 利用申請フォームの「仕様書取得申請」を行うことでダウンロード

が可能になります。 

API 利用申請フォームにログインし、インタフェース仕様の変更に関する情報を確認してください。な

お、変更内容の確定後、確定版インタフェース仕様書は API 利用申請フォームに公開されます。 

 

  

※対象となるバージョン情報は周知内容で確認してください。 

※インタフェース仕様の変更情報は、原則、変更予定日の約 1 か月前までに掲載されます。掲載時期は、

変更内容により異なります。 

 



０６．統一入力フォームの変更 
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06. 統一入力フォームの変更 

１．統一入力フォームの変更を確認する 

本節は、法人設立手続等申請 API、社会保険・税手続申請 API を利用する API 利用申請者のみ対象と

なります。 

法改正に伴う手続変更等により、統一入力フォームに変更が発生した場合、統一入力フォームの変更に

関する情報が API 利用申請フォームに掲載されます。 

API 利用申請フォームにログインし、統一入力フォームの変更に関する情報を確認してください。な

お、変更内容の確定後、確定版統一入力フォームは開発者サイトに公開されます。 

 

※統一入力フォームの変更情報は、原則、変更予定日の約 1 か月前までに掲載されます。掲載時期は、変

更内容により異なります。 

 

（１）暫定版統一入力フォーム 

暫定版の統一入力フォームを公開する際には、統一入力フォームの変更内容、確定版統一入力フォーム

の送付予定日、接続確認および本番環境リリース予定日について、API 利用申請フォーム上でご案内しま

す。暫定版の統一入力フォームは、API 利用申請フォームらダウンロード可能です。 

 

（２）確定版統一入力フォーム 

確定版の統一入力フォームを公開する際には、暫定版の統一入力フォームからの変更有無や、接続確認

/本番環境リリース予定日について、API 利用申請フォーム上でご案内します。確定版の統一入力フォー

ムは、API 利用申請フォームよりダウンロード可能です。 

 

API 利用申請フォームにアクセスし、任意 API の仕様書取得ページより仕様書類をダウンロードしてく

ださい。仕様書類が入った zip ファイルを解凍し、統一入力フォームを確認してください。 

 

 

 



０７．提出先マスタの変更 
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07. 提出先マスタの変更 

１．提出先マスタの変更を確認する 

本節は、法人設立手続等申請 API、社会保険・税手続申請 API を利用する API 利用申請者のみ対象と

なります。 

提出先省庁の管轄変更等により、提出先マスタに変更が発生した場合、提出先マスタ変更に関する情報

が API 利用申請フォームに掲載されます。 

API 利用申請フォームにログインし、提出先マスタの変更に関する情報を確認してください。 

※提出先マスタの変更情報は、原則、変更予定日の約 1 か月前までに掲載されます。掲載時期は、変更

内容により異なります。 

 

（１）暫定版提出先マスタ 

暫定版の提出先マスタを公開する際には、提出先マスタの変更内容、確定版の提出先マスタの送付予定

日、接続確認/本番環境リリース予定日について、API 利用申請フォーム上でご案内します。暫定版の提

出先マスタは、API 利用申請フォームよりダウンロード可能です。 

 

（２）確定版提出先マスタ 

確定版の提出先マスタを公開する際、暫定版の提出先マスタからの変更有無、接続確認/本番環境リ

リース予定日について、API 利用申請フォーム上でご案内します。確定版の提出先マスタは、API 利用申

請フォームよりダウンロード可能です。 

 



０８．API の利用を終了する 
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08. APIの利用を終了する 

１．サービスを終了する 

API を利用したサービスの提供を終了する際には、サービス終了申請が必要となります。本申請は、終

了対象のサービスごとに実施してください。 

 サービス終了が決まりましたら、まずは API 利用申請フォームのコメント欄を通じてご一報いただきま

すようお願いいたします。 

内容確認後、マイナポータル API 利用受付よりサービス終了用のフォームを送付いたしますので、必要

事項をご入力のうえ、送付ください。 

 

変更・終了申請提出後はマイナポータル API のアカウントは残りますが以下の状態となります。 

 申請ステータスが「サービス提供終了」となることで、マイナポータル API に掲載されているサービ

スに関連する各種情報はダウンロード、閲覧不可となります。 

 接続確認環境用／本番環境用の ID・パスワードは無効となり、試験等で利用したデータについても

利用、参照不可となります。 

 

再度サービスを利用する場合、API 利用申請フォームのコメント欄を通じてご一報いただきますようお

願いいたします。また、API 利用申請フォームのアカウントを削除する場合も、API 利用申請フォームの

コメント欄を通じてご一報いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【参考】申請書類記入の留意事項 
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09. その他よくある問合せ 

１．同一サービスで別のAPIを利用する場合の手続きについて 

利用申請の際に必要な API をすべて選択し利用申請をお願いいたします。デジタル庁による利用承認が

必要です。 

必要な手続きに関する手順は、「４．利用する API の追加、API を利用したサービスの追加の流れ」の

フローを確認してください。 

＜同一サービスで別の API を利用する場合の例＞ 

 既に電子申請等 API と連携したシステムに、電子申請等情報受取等 API の連携を追加で実施する。 

２．既に利用済のAPIを別のサービスで利用する場合の手続きについて 

サービスごとに申請を実施し、デジタル庁による利用承認が必要です。 

必要な手続きに関する手順は、「４．利用する API の追加、API を利用したサービスの追加の流れ」の

フローを確認してください。 

＜既に利用済の API を別のサービスで利用する場合の例＞ 

 既に A システムにて API 連携済みのサービスを提供（あるいは開発）しているが、新たに B システ

ムでも API 連携を開始する。 

 

３．対象手続を追加・変更する場合の手続きについて 

本節は、法人設立手続等申請 API／社会保険・税手続申請 API／在留手続申請 API／電子申請等 API 利

用の API 利用者が対象です。 

本番環境接続申請時に提出した（法人設立手続等申請 API、社会保険・税手続申請 API／在留手続申請

API の場合は）「民間事業者登録申請書」、あるいは、（電子申請等 API の場合は）「環境利用申請書」

の対象手続シートに追加・変更が発生した場合、以下の対応をお願いします。 

「民間事業者登録申請書」については対象手続シートを記載の上、「変更・終了申請」にて提出してく

ださい。（他シートの記載は不要です。） 

「環境利用申請書」について変更がある場合は、まずは API 利用申請フォームのコメント欄へ追加、変

更が発生した旨をご入力ください。内容確認後、マイナポータル API 利用受付にてフォームを再発行いた

しますので、フォームに必要事項をご記入のうえ、ご提出をお願いいたします。 

  



０３．API に関する問合せについて 
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４．サービス利用自治体を追加する場合の手続きについて 

本節は、電子申請等 API/電子申請等情報受取等 API を利用、かつサービス開始済みの API 利用者が対

象です。 

サービスを利用する自治体が追加となる場合、本番サービス開始後に API を利用した製品が正しく動作

しない問題を早期に検知することを目的として、本番環境動作確認実施が必須となります。 

また、問題なく自治体のサービスが開始されましたら、サービス開始後、マイナポータル利用受付まで

ご連絡してください。 

※サービス開始予定日を過ぎてもご連絡いただけない場合、マイナポータル利用受付から確認させてい

ただきます。 

 

 電子申請等 API、電子申請等 API（引越し）の場合 

サービスを利用する自治体が追加となる場合、「環境利用申請書」のヒアリングシートの「サービス

利用自治体名」欄へ、追加となる自治体名、自治体のサービス開始予定日、自治体の本番環境動作確

認予定日を赤字で記載して提出してください。 

（記載例） 

 

 

 

 

 電子申請等情報受取等 API の場合 

「本番サービス開始に向けた導入手続きのご案内.pdf」を確認いただき、書類を提出 

 

 

 

 

 

 

 

 



【参考】申請書類記入の留意事項 
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【参考】申請書類記入の留意事項 

１．情報セキュリティ要求事項等確認書 

記載する際は、以下の注意事項を確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excel の状態でご提出ください 

「2.セキュリティ対策チェック」「３.API 利用

システム及びサービスを提供するシステムのセ

キュリティ対策チェック」においては、各項目

についてチェック欄を記入のうえ、チェックの

根拠とする組織規定や開発や運用でのエビデン

スを G 列へご記載ください。 

各項目について、要求を満たす場合にチェックを行って

ください。 

合理的な理由があって要求を満たさない事項が発生する場

合は「（対象外）」を選択し、「要求を満たさない事項に

ついて」欄に対応が不要な合理的な理由を記載ください。 



【参考】申請書類記入の留意事項 
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２．マイナポータルAPI利用企画書 

記載する際は、以下の注意事項と合わせて「（記入例）マイナポータル API 利用企画書.pptx」もご参

（法人設立手続等申請 API、社会保険・税手続申請 API／ 

在留手続申請 API の場合は）「民間事業者登録申請書」、 

あるいは、（電子申請等 API の場合は）「環境利用申請書」

の「対象手続」シートと同じ内容を記載してください。 

API で取り扱う情報は、個人情報を含むため、 

「申請結果として受けとる情報等」と記載してください。 

法人番号、組織名称、組織の HP の URL

を記載してください。 

（記載例） 

法人番号：1234567890123 

マイナ株式会社 

https://example.com 

法人登録されている住所を記載して 

ください。 
 

 提出する際、各ページの【作成要領】【記載要領】

のテキスト BOX は削除してください。 

 スライドに色はつけないでください。 

 Powerpoint の状態でご提出ください。 

法人設立/社保税/在留 API の場合：「民間事業者登録申請書」の

「対象手続」シートで〇を選択した手続きに記載の対象省庁・ 

団体を記載してください。 

電子/引越し/情報受取 API の場合：サービス利用自治体名を 

記載してください。 



【参考】申請書類記入の留意事項 
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サービス開始予定日および、サービス開始 1 年後の

日付を記載してください。 

サービス提供時間、SLA を記載してください。 

※SLA を結んでいない場合は、「SLA 無し」を記載

してください。 

サービス開始後、1 年間の利用者総数を記載

してください。 

※社保税 API の場合は、利用事業者総数を

記載してください。 

・「情報セキュリティ要求事項等確認書に従い、セキュリティ対策

を実施済み。」と記載してください。 

---実施しているセキュリティ対策を具体的に記載してください

（下記質問は、削除してください）-- 

・Webサービスにおいて、利用者のマイナンバーの収集有無、 

マイナンバーのデータ保存先、データの削除条件（削除条件、論理

削除/物理削除)を記載してください。 

・情報セキュリティ（ISMSや Pマーク等）の第三者による認証をい

つから取得しているか記載してください。 

・データに対するアクセスログ、システムの操作履歴、サーバログ

等を取得する仕組みを導入しているか記載してください。また、 

ログ、操作履歴について、不正アクセスやシステムで発生する 

エラーを検知できる仕組みを導入しているか記載してください。 

画像イメージは 1 スライド 3~4 枚程度とし、文字が読める大きさの画像

イメージを貼り付けてください。 

※スライド枚数が不足する場合は、スライドをコピーしてください。 
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接続確認環境試験/本番動作確認の項目については、試験内容（入力条

件や確認項目など）、試験の結果などが分かるように作成ください。 

ページ追加、別添資料を用いての補足説明等は適宜実施いただいて 

構いません。 

また、試験の内容につきましては特に指定はございません。 

マイナポータル API からの要望は、本番サービス開始日当日に、 

「環境に接続できない」、「つながらない」、「うまく動かない」と

いったことがないように、試験を行ってください。 
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サービス概要を記載してください。HP 情報、LP、チラシ PDF 等の

画像キャプチャを貼り付けていただいても構いません。 


